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 正 誤 表  
 

下記の部分に誤りがありましたので訂正させていただきます。 
あわせて，説明の補足をさせていただきました。 
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。 

 
2008 システム監査技術者「専門知識＋記述式問題」重点対策 

 
No 訂正箇所 誤 正 

1 P.103下から5行目 …によって，信頼を与えあるいは助言を行い， …によって，保証を与えあるいは助言を行い，

2 P.129 2 行目 
公認会計士の監査を受ける必要があり，この公
認会計士の選任は，取締役会の承認が必要であ
る。 

公認会計士の監査を受ける必要がある。また，
これに該当しない上場会社も，会計監査が義務
付けられている。 

3 
P.137 
Exercise3-3 解説イ 
 

イ：予備調査の結果に基づいて、監査対象を明
記するのは，基本計画書である。個別計画書は
これを引き継ぐものである。 

イ：個別計画書に基づいて予備調査，本調査と
いう順序に実施されるので，予備調査の結果を
個別計画書に盛り込むことはない。 

（株）アイテック コンテンツ制作部 


